
家庭

学校

家庭

学校

登

下

校

中

大規模地震発生時（震度５強以上） 暴風雨・風水害などの警報時 暴風雨・風水害などの注意報時

状況
松戸市において震度５強以上（４年度より基

準変更）であった場合→松戸市では全小中学

校において引渡しを実施します。

・特別警報　　・大雨警報　　・洪水警報

・暴風警報　　・暴風雪警報　・大雪警報

・その他の非常事態

・大雨注意報　　・洪水注意報

・大雪注意報　　・強風注意報

・濃霧注意報　　・雷注意報　　・竜巻注意報

登校はしない

（自宅など安全な場所で待機）

※市の防災放送に耳を傾ける

待機後の登校または休校については様々な状況を

鑑み、緊急メールで保護者に連絡します。（配信

できないこともあります）

午前6時の時点で警報が出ていれば、天候回復

まで自宅など安全な場所で待機。

※天気回復後の登校は保護者判断とします。

基本的には、通常登校。危険が迫っている場合に

は天候回復まで自宅など、安全な場所で待機（保

護者判断）。

欠席や遅刻の扱いにはしません。

臨時休業になる場合があります。

家庭で約束を決め、確認をお願いします。

　例、家に帰る　学校に行く

　　　家と学校の近い方へ行く　など

※登下校中に大地震が発生した場合は、状況や場所によって対応が異なるため、松戸市立小中学校では原則を設けず、生徒の安全を最優先としています。

※新型コロナウイルスに関する情報発信については、緊急メール及びホームページでお知らせします。

※家庭のご判断で学校へお子様を迎えに来た場合は、事務室にその旨をお伝えください。

※不審者情報等災害以外での緊急を要する情報に関しては、緊急メールでお知らせいたします。

令和５年度　自然災害における緊急時の対応について

欠席や遅刻の扱いにはしません。

引き取り

※申請されている引き渡し者様の迎えをお願いします。
天候回復まで学校待機

生徒

在校中
できる限りの情報発信をします。

引き取りまで学校で保護します。

※引き渡しできない生徒は学校で待機させます。

以下のいずれかの対応をします。

　１、授業を中止し、集団下校　　２、学校待機　　　　　情報はメール

　３、保護者の引き取り　　　　　４、通常授業　　　　　にて発信します

伝達手段
緊急メールで配信

（通信状況により配信できないことも）

緊急メールで配信

（可能な場合は事前に文書を配付）

学校対応が必要な場合のみ緊急メール配信

（状況により事前に文書配付）

生徒

登校前

本校に近い場所にいた場合、自宅の近くにいた場合、どちらでもない場合など、様々なケースが考

えられます。登下校の時間帯は本校職員がいますので、受け入れ体制は整っています。


